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令和 5年度 第３回 

北海道新興・再興感染症等対策会議医療体制専門部会 

議事録 
 

                         日 時／令和５年８月２５日（金） 

                                                   １８：３０～１９：３０ 

                  場 所／道庁３階 テレビ会議室                           

                      

【事務局：保健福祉部感染症対策局 黒須局次長】 

定刻となりましたので、ただいまから、令和５年度第３回北海道新興・再興感染症等対策専門会議医療

体制専門部会を開催いたします。 

委員の皆様にはお忙しい中、参加いただきまして誠にありがとうございます。 

私は、感染症対策局次長の黒須でございます。本日の議事進行を座長にお願いするまでの間進行を務め

させていただきます。 

本日の会議ですが、次期「北海道感染症予防計画」の計画たたき台や、数値目標などについて協議いた

だきたいと考えております。 

委員の皆様から忌憚のない御意見、御助言いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

それでは、これからの進行につきましては、本会議の運営要領により指名させていただきました、座長

の三戸委員にお願いいたします。 

 

【三戸座長】 

座長の三戸でございます。本日もよろしくお願いいたします。本日の会議は、概ね１時間程度で議事を

進めてまいりたいと考えておりますので、皆様の活発な御意見、御協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、次第の２の報告事項、感染症法に基づく医療措置協定の締結協議に向けた事前調査について

事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。 

 

【事務局：保健福祉部感染症対策課 工藤参事】 

感染症対策課参事の工藤でございます。私からは、資料１に基づきまして医療措置協定の協議に向けま

した、事前調査の概要につきまして御報告をさせていただきます。 

それでは、まず１ページを御覧いただきたいと思います。 

今般の改正感染症法におきまして、新たに創設されました医療措置協定につきましては、前回の会議で

御説明をさせていただきましたとおり、今後、新たな感染症が発生・まん延した際に、医療機関等が実施

する医療措置につきまして、平時のうちから、都道府県と医療機関等が協議を行いまして、合意した場合

に協定を締結するものとなってございます。 

今回の事前調査につきましても、前回の会議におきまして趣旨等を御説明したところでございますけれ

ども、協定の締結先でございます医療機関等の意向ですとか、課題を把握することを目的として実施する

ものでございまして、諸般の準備が整いましたことから、昨日、対象医療機関等へ調査票を郵送いたしま

すとともに、医療機関等への趣旨説明のため、インターネットにおきまして動画を配信するなどいたしま

して、調査を開始いたしました。その概要について御報告を申し上げます。 

まず、調査対象機関でございますけれども、１に記載のとおり、道が医療措置協定を締結する際の相手

先となります、道内に所在をする病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、合わせて約 5,300か所あまりを

調査の対象としてございます。 

なお、このうち診療所につきましては、米印で記載してございますとおり、内科や小児科など、これま
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で新型コロナへの対応実績のある診療科などを中心として、調査を実施することとしてございます。 

次に、２の今後のスケジュール、予定でございますけれども、本調査につきましては、来月13日を医療

機関等から道への回答期限としてございまして、調査結果の概要につきましては、次回の本会議におきま

して報告させていただくことを予定してございます。 

また、本調査は今後、道が医療機関等々、協定締結に向けた協議を円滑に行うために、基礎資料として

実施するものでございまして、本調査によって把握をしましたニーズや課題などにつきましては、今後、

整理を行いまして、秋以降になるかと思いますけれども、準備が整い次第、医療機関等との協議を開始し、

協議が整った医療機関等から順次、協定を締結していければと考えているところでございます。 

なお、３の参考といたしまして、前回の会議でも御説明をいたしました、調査の内容ですとかページ右

になりますけれども、調査対象区分ごとの調査項目について記載してございますので、後ほど御覧になっ

ていただければと思います。 

報告事項の説明といたしましては以上となります。 

 

【三戸座長】 

ありがとうございます。ただいまの報告につきまして、何か御質問、御意見がございましたら、マイク

のミュートを外していただきまして、発言よろしくお願いいたします。 

何か発言はございますか。今のところ無いようでございますので、後ほどなにかありましたら、また後

でお話しいただいて構いませんので、次に移らせていただきます。 

次は、３の協議事項でございます。４項目ございますが、事務局のほうから一括して説明をよろしくお

願いいたします。 

 

【事務局：保健福祉部感染症対策課 工藤参事】 

それでは、この後につきましては協議事項となりますため、大変恐れ入りますけれども、報道関係の皆

様におかれましては、御退出いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

――――――――――以下、非公表―――――――――― 


